
第
一
章

序

わ
が
国
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
構
想
の
背
景

第
二
章

Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
構
想
の
歴
史
的
背
景

第
三
章

Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
に
お
け
る
ダ
ヴ
ゲ
ー
ト
刑
事
施
設

第
四
章

ダ
ヴ
ゲ
ー
ト
刑
事
施
設

(

治
療
共
同
体)

の
監
察
リ
ポ
ー
ト

第
五
章

お
わ
り
に

第
一
章

序

わ
が
国
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
構
想
の
背
景

Ｐ
Ｆ
Ｉ

(Private
Finance

Initiative)

は
、
一
九
九
二
年
に
連
合
王
国
イ
ギ
リ
ス
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、｢

良
質
の
公
共
サ
ー

ビ
ス
を
よ
り
少
な
い
税
金
で
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
新
し
い
公
共
事
業
の
手
法

(

１)｣

と
さ
れ
、
公
共
施
設
の
設
計

(D
esign)

、
建

設

(C
onstruct)

、
運
営

(

管
理
運
営M

anage)

、
資
金
調
達

(Finance)

、
の
事
業
に
つ
き
、
民
間
資
金
を
活
用
し
、
あ
る
い
は
民
間
に

委
ね
よ
う
と
す
る
政
府
に
よ
る
政
策
的
導
入
を
い
う
の
で
あ
る

(

Ｄ
Ｃ
Ｍ
Ｆ
モ
デ
ル

(
２))

。
こ
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
理
念
を
適
切
に
表
現
す
る
言
葉

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
と
受
刑
者
の
社
会
復
帰

(

三
宅
、
グ
ラ
デ
ィ
ン
グ)

一

������������������������
ダ
ヴ
ゲ
ー
ト
刑
事
施
設

(

治
療
共
同
体)

監
察
リ
ポ
ー
ト
に
ふ
れ
て

三

宅

孝

之

Ｒ
・
グ
ラ
デ
ィ
ン
グ



が
、
Ｖ
Ｆ
Ｍ

(V
alue

For
M

oney)

と
さ
れ
、
そ
の
概
念
は
国
民
か
ら
徴
税
し
た
資
金

(

マ
ネ
ー)

に
対
す
る
対
価

(

バ
リ
ュ
ー)

を

最
大
化
す
る
、
す
な
わ
ち
納
税
者

(Taxpayer)

に
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る

(

３)

。

わ
が
国
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
刑
事
施
設
の
整
備
運
営
に
倣
っ
て
、｢

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設

等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律｣

(

一
九
九
九
年
法
律
一
一
七
号)

に
基
づ
き
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法
で
あ
る
民
間
資
金
を
活
用
し
た
刑
事

施
設
の
整
備
運
営
が
検
討
さ
れ
、
二
○
○
七
年
四
月
、
そ
の
第
一
号
事
業
と
し
て

｢

美
祢
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー｣

(

山
口
県
美
祢
市)

が
建
設
さ
れ
運
営
開
始
と
な
っ
た
。
第
二
号
事
業
と
し
て

｢

島
根
あ
さ
ひ
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー｣

(

島
根
県
浜
田
市)

が
建
設
途
上

に
あ
り
、
二
○
○
八
年
一
○
月
に
運
営
開
始
と
な
る

(

４)

。
こ
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法
を
活
用
し
た
刑
事
施
設
の
整
備
運
営
は
、
過
剰
収
容
の
緩
和
お

よ
び
新
し
い
刑
事
施
設
の
運
営
の
在
り
方
の
模
索
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る

(

５)

。

本
稿
で
い
う
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
に
関
し
、
そ
の
事
業
主
体
、
事
業
ス
キ
ー
ム
、
事
業
実
施
に
つ
き
あ
ら
か
じ
め
ふ
れ
て
お
く
こ
と
に
す

る
。Ｐ

Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
は
、
政
府
の
管
理
責
任
の
も
と
で
公
共
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
民
間
の
事
業
主
体
は
、
事
業
が
設
計

か
ら
資
金
調
達
、
建
設
、
運
営
ま
で
の
多
岐
の
業
務
分
野
に
わ
た
る
た
め
、
複
数
の
企
業
が
、
共
同
し
て
こ
の
多
段
階
の
業
務
に
沿
っ
た

会
社
を
設
立
す
る
。
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
目
的
で
政
府
と
の
事
業
契
約
を
結
ぶ
た
め
に
、
特
別
目
的
会
社(Special

Purpose
C
om

pany.
SPC

)

が
事
業
主
体
と
し
て
設
置
さ
れ
る
。
後
述
す
る
、
わ
が
国
の

｢
島
根
あ
さ
ひ
社
会
復
帰
セ
ン
タ
ー｣

で
は

｢

島
根
あ
さ
ひ
ソ
ー
シ
ャ
ル
サ

ポ
ー
ト｣

が
、
こ
の
特
別
目
的
会
社
で
あ
り
、
同
会
社
へ
の
出
資
を
し
た
構
成
企
業
は
、
代
表
企
業
の
大
林
組
、
そ
の
他
総
合
警
備
保
障

(

Ａ
Ｌ
Ｓ
Ｏ
Ｋ)

、
グ
リ
ー
ン
ハ
ウ
ス
、
日
本
電
気
、
丸
紅
、
イ
オ
ン
デ
ィ
ラ
イ
ト
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所(｢

大
林
・
Ａ
Ｌ
Ｓ
Ｏ
Ｋ
グ
ル
ー
プ｣)

で
あ
る
。
島
根
あ
さ
ひ
社
会
復
帰
セ
ン
タ
ー
で
は
、
特
別
目
的
会
社
と
は
別
に
、
運
営
業
務
を
担
う
別
個
の
運
営
専
門
会
社
が
設
立
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
が
、｢

Ｓ
Ｓ
Ｊ
株
式
会
社｣

で
あ
り
、
同
会
社
の
出
資
は
、
イ
オ
ン
デ
ィ
ラ
イ
ト
お
よ
び
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研

島
大
法
学
第
五
二
巻
第
一
号

二



究
所
を
除
く
大
林
・
Ａ
Ｌ
Ｓ
Ｏ
Ｋ
グ
ル
ー

プ
で
あ
っ
た

(

６)

。
【
図
１
】

運
営
期
間
中
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
を
政

府

(

官)

と
企
業

(

民)

の
何
れ
が
所
有

す
る
か
で
、
わ
が
国
の
島
根
あ
さ
ひ
社
会

復
帰
セ
ン
タ
ー
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
の
場

合
、
特
別
目
的
会
社
が
金
融
機
関
か
ら
融

資
を
受
け
、
施
設
を
建
設
し

(B
uild)

、

事
業
期
間
中
は
所
有
し
運
営

(O
perate)

し
た
の
ち
、
事
業
期
間
終
了

(

20
年
間)

後
、
政
府
に
施
設
の
所
有
権
を
移
転
す
る

(Transfer)
｢

Ｂ
Ｏ
Ｔ
方
式｣

を
と
っ
て

い
る

(

７)

。
本
稿
は
、
一
九
九
二
年
三
月
、
イ
ギ
リ

ス

(

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
お
よ
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ

に
限
定
。)

で
開
始
さ
れ
経
験
を
積
ん
だ

Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
の
経
緯
を
概
観
す
る
と

と
も
に
、｢

治
療
共
同
体

(Therapeutic

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
と
受
刑
者
の
社
会
復
帰

(

三
宅
、
グ
ラ
デ
ィ
ン
グ)

三

(出典) 大林組ＨＰ http://www.obayashi.co.jp/solution/pfi/etc5.html
(参照) http://www.shimane-asahi.co.jp/substance/group.html

http://www.moj.go.jp/KYOUSEI/PFI/index.htm

【図１】 島根あさひ社会復帰センター整備・運営事業：事業スキーム



C
om

m
unity)｣

を
掲
げ
る
ダ
ヴ
ゲ
ー
ト
刑
事
施
設

(H
M

P
D
ovegate)

の
事
業
に
つ
き
監
察
リ
ポ
ー
ト
を
参
照
し
、
若
干
の
問
題
提
起

を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

わ
が
国
で
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
の
開
設
は
、
行
刑
改
革
推
進
会
議
の
審
議
経
過
と
の
関
係
に
お
い
て
、
ま
た
犯
罪
者
処
遇
に
お
け
る
施

設
内
・
社
会
内
処
遇
の
在
り
方
と
の
基
本
的
な
関
係
の
議
論
に
お
い
て
、
唐
突
さ
が
あ
る
。
現
下
の
刑
事
施
設
に
お
け
る
過
剰
収
容
の
緩

和
と
二
○
○
二
年
一
○
月
の
名
古
屋
刑
務
所
事
件
が
新
し
い
刑
事
施
設
の
運
営
の
在
り
方
を
考
え
、
前
者
が
刑
務
所
新
設
、
そ
し
て
Ｐ
Ｆ

Ｉ
型
の
刑
事
施
設
建
設
へ
と
、
後
者
は
行
刑
改
革
会
議
の
審
議
を
通
じ
た

｢

刑
事
施
設
・
被
収
容
者
処
遇
法｣

の
成
立
へ
と
繋
が
っ
た
も

の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
の
開
設
は
、
施
設
内
処
遇
か
ら
社
会
内
処
遇
の
流
れ
と
い
う
犯
罪
者
処
遇

の
本
流
か
ら
の
、
す
な
わ
ち
拘
禁
刑
緩
和
お
よ
び
社
会
内
処
遇
の
拡
充
の
議
論
と
当
時
直
接
的
に
統
一
性
を
保
っ
た
議
論
で
は
な
か
っ
た

と
い
え
よ
う

(

８)

。

し
か
し
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
の
開
設
は
、
明
治
時
代
以
降
の
国
家
に
よ
る
一
元
的
な
犯
罪
者
処
遇
管
理
制
度
を
修
正
す
る
も
の
で
は
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
歩
み
始
め
た
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
制
度
の
抱
え
る
問
題
と
可
能
性
と
を
慎
重
に
見
極
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

と
く
に
、
わ
が
国
の
第
二
号
事
業

｢

島
根
あ
さ
ひ
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー｣

は
、
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
と
り
わ
け

｢

治
療
型
教
育
プ

ロ
グ
ラ
ム｣

の
充
実
を
図
る
構
想
を
し
て
お
り
、｢

治
療
共
同
体｣

に
よ
る
双
方
向
型
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
入
れ
た
処
遇
を

試
み
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら

(

９)

、
そ
の
処
遇
の
在
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
こ
の
た
め
の
準
備
作
業
と
な

る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設

(C
ontracted

Prisons)

は
未
決
の
被
告
人
お
よ
び
既
決
受
刑
者
を
収
容
す
る
施
設
を
含
ん
で

い
る
の
で
刑
事
施
設
の
表
現
が
刑
務
所
よ
り
適
切
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
の
刑
事
施
設
は
施
設
の
民
営
刑
務
所
と
い
う
表
現
が
相

応
し
く
、
わ
が
国
の
官
民
の
混
合
運
営
刑
事
施
設

(�)
と
い
う
べ
き
も
の
と
対
照
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
を
包
括
し
た
用
語
法
と
し
て

島
大
法
学
第
五
二
巻
第
一
号

四



｢
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設｣

を
用
い
た
。

(

１)
野
田
由
美
子

『

Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
知
識』

(

日
本
経
済
新
聞
社
、
二
○
○
三
年)

一
三
頁
。

(

２)
Elaine

G
enders

and
Elaine

Player,
The

C
om

m
ercial

C
ontext

of
C
rim

inal
Justice:

Prison
Privatisation

and
the

Perversion
of

Purpose,
[2007]

C
rim

.L.R
.518.

ゲ
ン
ダ
ー
ス
と
プ
レ
イ
ヤ
ー
は
、
本
論
稿
に
お
い
て
、
一
九
九
七
年
以
降
の
新
労
働
党

(N
ew

Labour)

政
権
下
で
、
公
衆
の
保
護
と
市
民
的
権
利
・
自
由
の
尊
重
と
の
均
衡
が
謳
わ
れ
、
次
第
に
自
由
市
場
原
理
と
同
様
に
新
し
い
公
共

セ
ク
タ
ー
の
管
理
運
営
者
主
義

(

経
営
管
理
者
的
手
法m

anagerialism
)

が
支
配
的
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
管
理
運
営
者
的
事
項
お

よ
び
刑
事
施
設
に
お
け
る
民
間
セ
ク
タ
ー
か
ら
教
訓
を
得
る
べ
き
と
し
、
主
要
達
成
目
標
の
逆
効
果
と
Ｖ
Ｆ
Ｍ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
虚
構
性
を

｢

質
的
サ
ー
ビ
ス
の
提
供｣
と

｢

費
用
効
果｣

と
の
固
有
の
緊
張
が
あ
る
こ
と
か
ら
、(

低
い
賃
金
・
年
金
・
職
務
の
安
全
性
に
よ
る
不
利
な

雇
用
条
件
で
の)

職
員
数
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
条
件
の
縮
減
化
し
た
運
用
経
費
の
節
減
に
よ
っ
て
論
じ
、
自
由
市
場
経
済
原
理
の
重
要
性
と
刑

事
司
法
の
国
際
市
場
段
階
へ
の
開
放
が
依
然
と
し
て
犯
罪
統
制
と
個
人
の
自
由
に
均
衡
を
持
た
せ
る
こ
と
の
伝
統
的
な
課
題
を
生
じ
さ
せ
る

と
す
る
。
し
か
し
、(

民
営
刑
務
所
の)
経
営
お
よ
び
運
営

(

部
門
の)

職
員
ス
タ
ッ
フ
は
同
じ
公
共
セ
ク
タ
ー
の
者
よ
り
も
高
給
を
頻
繁

に
享
受
す
る
と
し
、
学
ぶ
べ
き
教
訓
を
検
討
し
て
い
る
。

(

３)

参
照
、
野
田
由
美
子
、
前
掲
書
、
注
１
、
二
八
頁
。
Ｐ
Ｆ
Ｉ
に
よ
る
刑
事
施
設
の
整
備
に
つ
き
、
太
下
義
之

｢

Ｐ
Ｆ
Ｉ
に
よ
る
矯
正
関
係

施
設
の
整
備
に
つ
い
て｣

刑
政
一
一
三
巻
八
号

(
二
○
○
二
年)

四
六
頁
。
刑
事
施
設
業
務
総
局
長
ネ
ー
リ
イ

(M
artin

N
arey)

は
、
二

○
○
一
年
一
一
月
の
声
明
で
、
刑
事
施
設
の
今
回
落
札
裁
定
が

｢

現
代
的
な
刑
事
施
設
を
、
迅
速
に
、
か
つ
納
税
者
に
と
っ
て
好
ま
し
い
資

金
対
価
を
表
す
経
費
で
提
供
す
る｣

と
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
Ｖ
Ｆ
Ｍ
を
端
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。PSIR

U
(The

Public
Services

International
R
esearch

U
nit),U

nited
K
ingdom

,
Prison

Privatisation
R
eport

International,
N
o.44,

N
ov.2001,

at
6.

http://w
w
w
.psiru.org/justice.)

(

４)

そ
の
他
、
民
間
資
金
で
は
な
く
国
費
で
建
設
し
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法
で
の
運
営
を
二
○
○
七
年
一
○
月
に
開
始
し
た
も
の
に
、
第
三
号
事
業

｢

喜
連
川
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー｣

(

栃
木
県
さ
く
ら
市)

お
よ
び
第
四
事
業

｢

播
磨
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー｣

(

兵
庫
県
加
古
川
市)

が
あ
る
。
法
務
省
法
務
総
合
研
究
所

『

平
成
19
年
版
犯
罪
白
書』

(

二
○
○
七
年)
七
一
〜
七
二
頁
。

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
と
受
刑
者
の
社
会
復
帰

(

三
宅
、
グ
ラ
デ
ィ
ン
グ)

五



(
５)

わ
が
国
の
行
刑
改
革
会
議
等
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式
の
刑
事
施
設
の
議
論
経
過
等
に
つ
き
、
徳
永
光

｢

刑
事
施
設
に
対
す
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式

導
入
の
経
緯｣

刑
事
立
法
研
究
会
編

『

刑
務
所
民
営
化
の
ゆ
く
え

日
本
版
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
を
め
ぐ
っ
て』

(

二
○
○
八
年)

一
○
頁
以
下
。

徳
永
は

｢

利
潤
を
追
求
せ
ざ
る
を
得
な
い
企
業
が
、
刑
罰
執
行
の
領
域
に
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
方
を
し
、
そ
れ
が
被
収
容
者
処
遇
に
ど
の
よ

う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
は
不
明｣

と
し
、
第
１
号
事
業
の
評
価
を
待
た
な
い
で
連
続
し
た
施
設
建
設
計
画
へ
の
進
ん
だ
こ
と
に
批
判
的
視
点

を
提
示
す
る
。
同
二
九
頁
。

(

６)

島
根
県
立
大
学

『

フ
ォ
ー
ラ
ム

二
○
○
七
、
十
一

｢

島
根
あ
さ
ひ
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー
を
考
え
る｣

[

報
告
書]』

(

二
○
○
八
年)

五
一
頁
。
藤
本
哲
也

｢

Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
の
将
来
に
つ
い
て
考
え
よ
う
！｣

罪
と
罰
、
一
七
八
号

(

二
○
○
八
年)

二
八
頁
。
法
務
省
の
以
下

のH
P

参
照
。http://w

w
w
.m

oi.go.jp/K
Y
O
U
SEI/M

IN
E11.pdf

(

７)

野
田
由
美
子
、
前
掲
書
、
注
１
、
八
四
頁
。
こ
の
Ｂ
Ｏ
Ｔ
方
式
と
異
な
る
方
式
に
、
企
業
体
が
施
設
を
建
設
し
、
直
ち
に
政
府(

官
・
公)

に
所
有
権
を
移
転
し
、
そ
の
後
、
政
府
が
維
持
管
理
、
運
営
を
行
う
Ｂ
Ｔ
Ｏ
方
式
も
あ
る
。

(

８)

山
口
直
也
教
授
は
、
わ
が
国
が
掲
げ
た
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
導
入
目
的
は
、
①
過
剰
収
容
の
緩
和
と
処
遇
の
適
正
化
、
②
行
刑
の
透
明
化
と

地
域
と
の
共
生
、
③
官
製
市
場
の
開
放
と
雇
用
創
出
・
経
済
活
性
化
の
三
点
と
す
る
。
山
口
直
也

｢

わ
が
国
に
お
い
て
刑
事
施
設
民
営
化
は

成
功
す
る
の
か｣

前
野
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
刊
行
委
員
会

『

刑
事
政
策
学
の
体
系』

(

二
○
○
八
年)

五
四
頁
。

(

９)

処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成
に
関
与
さ
れ
た
藤
岡
淳
子
教
授
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
発
言
。
島
根
県
立
大
学
、
同
書
、
一
一
○
頁
。
藤
岡
淳
子｢

犯
罪
・

非
行
の
心
理
学
の
課
題
と
展
望｣

同
編

『

犯
罪
・
非
行
の
心
理
学』

(

二
○
○
七
年)

二
四
一
頁
、
同

｢｢

理
想
の
刑
務
所｣

を
夢
想
す
る｣

書
斎
の
窓
、
五
六
六
号

(

二
○
○
七
年)

五
六
頁
。
混
合
運
営
刑
事
施
設
は
官
民
共
同
運
営
刑
事
施
設

(Public-Private
Partnership.

PPP)

と
い
う
べ
き
か
。
も
っ
と
も
、
Ｐ
Ｐ
Ｐ
事
業
方
式
は
、
Ｄ
Ｃ
Ｍ
Ｆ
モ
デ
ル
の
う
ち
い
ず
れ
の
段
階
を
ど
の
よ
う
に
官
民
が
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
を
組
む
の
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
変
型

(

不
完
全
型)
は
あ
り
う
る
。
わ
が
国
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
で
あ
る
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー

は
、
国
家
権
力
の
直
接
的
な
強
制
権
限
行
使
の
基
本
管
理
部
分
を
官

(

政
府)

が
保
持
し
、
他
を
民
に
委
ね
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
混
合

運
営
刑
事
施
設
と
し
て
把
握
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
不
完
全
型
の
Ｐ
Ｐ
Ｐ
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
か
は
、
分
類
上
の
概
念
把
握
に
よ
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
示
唆
的
な
論
稿
と
し
て
、
以
下
参
照
。O

liver
H
art,

Incom
plete

C
ontracts

and
Public

O
w
nership:

R
em

arks,
and

an
A
pplication

to
Public-Private

Partnerships,
C
M

PO
W

orking
Paper

Series
N
o.03／

061,
2002.

(

10)

わ
が
国
の
官
民
共
同(

働)

の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
に
つ
き
、
吉
野
智｢

Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法
に
よ
る
官
民
共
働
の
新
た
な
刑
務
所
の
整
備
に
つ
い
て｣

島
大
法
学
第
五
二
巻
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ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
三
三
号

(

二
○
○
七
年)

二
頁
。

第
二
章

Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
構
想
の
歴
史
的
背
景

刑
事
施
設
の
民
営
化
は
、
近
代
刑
事
施
設
の
機
能
形
態
と
連
動
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
自
由
刑
に
歴
史
的
に
担
っ
た
自
由
剥
奪
機
能
と

矯
正
改
善
機
能
の
い
ず
れ
の
機
能
も
、
あ
る
い
は
前
者
の
自
由
剥
奪
機
能
の
み
を
も
た
せ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
。
後
者
の

矯
正
改
善
機
能
は
、
そ
の
内
容
を
刑
務
作
業

(

労
働)

の
賦
課
を
伴
っ
た
も
の
か
ら
、
改
善
処
遇

(｢

矯
正
処
遇｣

刑
事
施
設
被
収
容
者

処
遇
法
八
四
条)

の
代
替
強
制
ま
で
、
歴
史
的
に
推
移
し
て
き
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

と
も
あ
れ
、
受
刑
者
の
刑
事
施
設
内
で
の
処
遇
は
、
既
決
の
受
刑
者
に
対
し
て
は
、
近
代
刑
罰
制
度
の
成
立
を
画
期
と
し
、
イ
ギ
リ
ス

の
場
合
、
一
八
七
七
年
の
刑
事
施
設
法

(Prison
A
ct

1877)

の
成
立
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
一
方
、
未
決
の
被
告
人
は
、
勾
留

者
の
刑
事
施
設

(G
aol)

と
し
て
刑
事
裁
判
と
歴
史
を
と
も
に
し
て
き
た

(�)
。

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
は
、
一
九
九
二
年
ウ
ォ
ル
ズ

(W
olds)

未
決
拘
禁
施
設

(R
em

and
centre)

が
民
間
警
備
会

社

｢

グ
ル
ー
プ
４｣

と
、
つ
い
で
同
年
一
二
月
に
は
ブ
レ
イ
ク
ハ
ー
ス
ト

(B
lakehurst)

地
方
の
既
決
者
の
刑
事
施
設
が
民
間
会
社

｢

Ｕ
Ｋ
デ
ン
ト
ン
サ
ー
ビ
ス｣

と
の
間
で
刑
事
施
設
の
民
営
化

(

Ｐ
Ｆ
Ｉ)

が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る

(�)
。

し
か
し
、
広
く
犯
罪
者
の
矯
正
に
お
い
て
、
民
間
が
関
与
し
た
歴
史
は
古
い
。
官
民
の
連
携
に
よ
る
未
決
・
既
決
の
被
拘
禁
者

(

受
刑

者
お
よ
び
未
決
拘
禁
者)

の
扱
い
は
、
拘
禁
、
処
遇
、
受
刑
者
の
労
働
力
活
用
等
、
多
岐
に
わ
た
る
。

そ
こ
で
、
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
に
よ
る
犯
罪
者
処
遇
に
先
立
っ
て
、
民
間
企
業
が
犯
罪
者
処
遇
に
ど
の
よ
う

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
と
受
刑
者
の
社
会
復
帰

(

三
宅
、
グ
ラ
デ
ィ
ン
グ)

七



な
関
わ
り
を
見
せ
て
き
た
の
か
、
ま
た
、
民
間
企
業
の
開
拓
し
た
科
学
技
術
手
段
・
機
器
が
ど
の
よ
う
に
犯
罪
処
遇
に
活
か
さ
れ
て
来
た

の
か
を
素
描
し
て
お
く
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
民
間
企
業
が
持
つ
経
済
合
理
性
や
ノ
ウ
ハ
ウ
は
過
去
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
た
歴
史
を
も
っ
て

お
り
、
そ
れ
ら
が
犯
罪
者
処
遇
の
合
理
化
と
い
う
積
極
的
意
味
を
も
た
ら
す
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

イ
ギ
リ
ス
の
犯
罪
者
処
遇
に
お
け
る
民
間
企
業
の
関
与
と
そ
の
あ
り
方
の
議
論
は
、
近
代
刑
罰
制
度
確
立
過
程
に
お
い
て
参
考
と
す
べ

き
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
第
一
が
、
民
間
業
者
に
よ
る
流
刑
地
へ
の
受
刑
者
移
送
請
負
で
あ
り
、
第
二
が
ベ
ン
サ
ム
に
よ
る

受
刑
者
処
遇
に
お
け
る
民
間
企
業
委
託
構
想
で
あ
る
。

(

１)

民
間
業
者
に
よ
る
流
刑
地
へ
の
受
刑
者
移
送
請
負

一
七
七
○
年
代
ま
で
は
、
死
刑
を
除
い
た
流
刑(Transportaion)

は
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
か
ら
植
民
地
ア
メ
リ
カ
へ
の
移
送
を
意
味
し
、

比
較
的
軽
微
な
受
刑
者
に
科
さ
れ
て
い
た
が
、
ア
メ
リ
カ
の
独
立
戦
争
か
ら
独
立

(

一
七
七
六
年)

を
経
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
の
流

刑
地

(

一
七
八
七
年
開
始)

変
更
が
一
八
四
○
年
台
に
大
半
が
停
止
さ
れ
る
ま
で
続
い
た

(

公
式
廃
止
一
八
六
七
年

(�))

。
こ
の
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
へ
の
流
刑
は
、
当
初
イ
ギ
リ
ス
本
国
か
ら
流
刑
地
へ
の
移
送
に
よ
っ
て
、
植
民
地
開
拓
の
労
働
力
と
し
て
活
用
す
る
と
こ
ろ
に
目

的
が
あ
り
、
本
来
的
に
流
刑
地
に
お
い
て
、
居
住
地
の
制
限
は
あ
る
と
し
て
も
、
労
働
強
制
を
伴
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
流
刑(

受
刑)

者

(

重
罪
受
刑
者

C
onvict)

は
、
流
刑
地
で
は
植
民
者
と
し
て
生
活
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
事
態
は
、
後
に
自
由
植
民
者
と

の
間
に
摩
擦
が
生
じ
、
流
刑
地
で
の
労
働
強
制
ま
で
を
伴
う
も
の
と
な
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

(

当
初
ヴ
ァ
ン
デ
ィ
メ
ン
島)

へ
の
海
軍
船
あ
る
い
は
商
船
を
移
送
手
段
と
し
た
流
刑
は
、
八
か
月
余
の
移
送
航
路
中
に
、
難
破
、
疾
病

に
遭
い
、
ま
た
流
刑
者
の
一
・
八
％
の
死
者
を
生
む
非
人
道
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
流
刑
の
移
送
に
は
、
民
間
運
輸
業
者
が
請
負
業

者
と
し
て
関
与
し
て
い
た

(�)

。
こ
の
一
連
の
ア
メ
リ
カ
大
陸
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
の
重
罪
流
刑
者
の
移
送
経
費
の
大
半
は
、｢

人
間

島
大
法
学
第
五
二
巻
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船
荷｣

を
販
売
す
る
利
潤
追
求
の
商
人
と
そ
れ
を
買
収
す
る
植
民
者
に
負
わ
さ
れ
て
お
り
、
行
政

(

官)

と
私
企
業
と
の
依
存
し
た
経
済

的
構
造
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

(�)

。
流
刑
制
度
は
、
一
八
六
一
年
頃
に
は
、
そ
れ
が
経
済
的
に
安
価
な
経
費
で
維
持
で
き
な
い
こ
と

に
よ
っ
て

廃
止
を
迫
ら
れ
た
こ
と
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う

(�)

。

一
七
九
○
年
代
か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
陸
部
の
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
エ
ル
ズ

(N
ew

South
W

ales)

へ
の
流
刑
者
の
法
定
居
留
地
の

拡
大
は
、
当
初
の
自
由
殖
民
者
に
よ
る
流
刑
者
の
雇
用
段
階
か
ら
、
次
第
に
開
拓
地
の
狭
隘
化
、
市
民
権
拡
大
へ
の
警
戒
等
に
よ
る
自
由

殖
民
者
と
の
摩
擦
回
避
の
た
め
に
、
流
刑
者
は
次
第
に
刑
執
行
の
居
留
地
、
刑
事
施
設
で
の
生
活
に
追
い
や
ら
れ
た

(�)

。
こ
の
こ
と
が
、
マ

コ
ノ
キ
ー

(C
aptain

A
.
M

aconochie)

を
し
て
、
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
島

(N
orfork

Island)

に
お
い
て
、
一
八
三
八
年
に
法
定
居
留
地

の
刑
事
施
設
に
あ
っ
て
、
点
数
制
に
よ
る
累
進
処
遇
制
度
と
い
う
流
刑
者
の
集
団
管
理
、
規
律
維
持
、
改
善
意
欲
の
喚
起
等
と
結
合
し
た

新
し
い
雑
居
処
遇
シ
ス
テ
ム
を
生
み
だ
さ
せ
た
と
い
え
る
。
物
理
的
強
制
に
依
ら
な
い
規
律
維
持
を
図
る
こ
と
に
繋
が
る
犯
罪
者
の
分
類
、

累
進
処
遇
の
手
法
が
、
新
し
い
地
で
実
験
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る

(�)
。

翻
っ
て
み
る
に
、
わ
が
国
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
に
お
け
る
受
刑
者
へ
の
種
々
の
新
処
遇
手
法
、
受
刑
者
管
理
技
術
の
採
用
は
構
造
改
革

特
別
区
域
に
お
い
て
可
能
と
い
う
こ
と
を
彷
彿
と
し
て
思
わ
せ
る
事
柄
で
あ
っ
た
。

(

２)

ベ
ン
サ
ム
に
よ
る
受
刑
者
処
遇
に
お
け
る
民
間
企
業
委
託
構
想

威
嚇
予
防
効
果
へ
の
疑
問
に
よ
る
衰
退
す
る
死
刑
お
よ
び
流
刑
先
の
植
民
地

(

ア
メ
リ
カ)

の
独
立
の
な
か
で
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
に
お

け
る
本
格
的
な
重
罪
受
刑
者
処
遇
が
検
討
さ
れ
、
新
し
い
種
類
の
刑
事
施
設

(

懲
治
施
設

Penitentiary)

制
度
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た

(

一
七
七
九
年
立
法
化)

。
こ
の
重
罪
犯
罪
者
用
の
刑
事
施
設

(

以
下
、｢
懲
治
施
設｣

と
い
う
。)

の
立
法
化
過
程
で
、
ベ
ン
サ

ム

(J.B
entham

)

が
提
案
し
た
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン

(Panopticon)

に
よ
る
一
望
可
能
な
放
射
式
監
視
施
設
で
あ
る
懲
治
施
設
に
よ
る
処

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
と
受
刑
者
の
社
会
復
帰

(

三
宅
、
グ
ラ
デ
ィ
ン
グ)

九



遇
構
想

(

案)

は
、
イ
ギ
リ
ス
型
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
に
類
似
し
た
徹
底
し
た
民
営
化
運
営
の
刑
事
施
設
提
案
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

｢
こ
れ
は
懲
治
施
設
を
自
由
な
労
働
に
依
拠
し
た
工
場
に
見
立
て
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
施
設
に
お
け
る
受
刑
者
の
労
働
力
お
よ
び
生

産
の
維
持
な
ど
管
理
お
よ
び
運
営
は
政
府
に
よ
る
規
制
、
介
入
を
受
け
ず
、
請
負
契
約
を
交
わ
し
た
企
業
主
の
利
益
考
慮
に
委
ね
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る

(�)｣

企
業
主
に
委
ね
た
受
刑
者
処
遇
が
も
つ
と
さ
れ
る
恣
意
性
と
専
断
性
へ
の
批
判
に
対
し
、
ベ
ン
サ
ム
は
二
つ
の
抑
制
措
置
、
①
中
央
監

視
塔
へ
の
公
衆
の
自
由
な
ア
ク
セ
ス
に
よ
る
公
衆
監
視
、
お
よ
び
②
ロ
ン
ド
ン
市
民
の
年
平
均
死
亡
率
に
至
っ
た
施
設
に
は
死
者
一
人
毎

に
制
裁
金

(

五
ポ
ン
ド)
を
課
す
こ
と
を
提
示
し
、
そ
の
問
題
点
を
回
避
で
き
る
と
し
た
。

ベ
ン
サ
ム
の
受
刑
者
の
独
居
拘
禁
、｢

強
心
剤｣

と
し
て
歓
迎
さ
れ
る
自
己
訓
練
で
き
る
雇
用
労
働
、
監
視

(Surveillance)

の
提
案

は
斥
け
ら
れ
た
。
モ
デ
ル
施
設
の
た
め
に
予
定
地
ま
で
用
意
し
た
ベ
ン
サ
ム
急
進
案
は
、
パ
ノ
プ
チ
コ
ン
に
象
徴
さ
れ
た
合
理
化
さ
れ
た

受
刑
者
管
理
お
よ
び
資
本
主
義
的
な
民
間
の
工
場
生
産
活
動
の
採
用
に
よ
る
労
働
習
慣
の
習
得
を
改
善
目
標
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

議
会
で
支
持
を
得
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
イ
ー
デ
ン

(W
.Eden)

等
の
改
革
派
は
、
従
来
の
手
数
料
に
依
存
し
た
刑
務
官

(Jailer)

制
度
を
批
判
し
つ
つ
、
政
府
に
よ
る
人
道
的
扱
い
に
沿
っ
た
、
宗
教
教
誨
に
よ
る
改
悛
を
求
め
る
、
公
的
な
重
懲
役
の
懲
治
施
設
法
を
成

立
さ
せ
た

(�)

。
こ
の
新
立
法
は
、
死
刑
の
適
用
減
少
お
よ
び
流
刑
の
予
想
さ
れ
る
廃
止
の
な
か
で
、
国
内
化
し
た
重
罪
者
の
処
罰
課
題
に
応

え
、
国
民
に
威
嚇
力
を
与
え
、
施
設
内
の
受
刑
者
の
扱
い
に
お
い
て
社
会
内
の
市
民
の
生
活
水
準
以
下
を
求
め
る
劣
位

(

劣
等)

原
則
を

求
め
る
こ
と
へ
と
繋
が
る
過
酷
な
刑
罰
を
求
め
る
時
代
の
思
潮
を
反
映
さ
せ
る
も
の
で
は
あ
っ
た
。
こ
の
刑
事
政
策
的
新
立
法
は
、
福
音

主
義
的
な
宗
教
的
改
悛
に
支
え
ら
れ
た
厳
正
独
居
拘
禁
、
過
酷
さ
ゆ
え
に
回
顧
的
に
改
悛
性
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
て
も
生
産
性
と
繋
が

ら
な
い
無
益
な

｢

労
働｣

は
、
当
時
の
議
会
内
の
多
く
の
議
員
お
よ
び
世
論
が
求
め
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
沿
っ
た
も
の
で
も
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。
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こ
れ
ら
ベ
ン
サ
ム
提
案
は
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
事
業
に
お
け
る
要
求
水
準
、
事
業
費
減
額
、
未
到
達
の
公
衆
参
加
型
の
刑
事
施
設
の
施

設
視
察
の
萌
芽
的
な
制
度
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(�)
三
宅

『
英
国
近
代
刑
罰
法
制
の
確
立』

(

二
○
○
一
年)

一
四
頁
。
も
っ
と
も
、
一
八
、
一
九
世
紀

(

と
く
に
一
八
四
○
年
台
前)

に
微

罪
有
罪
者
に
対
し
て
は
矯
正
施
設

(H
ouse

of
C
orrection

お
よ
び
ワ
ー
ク
ハ
ウ
スW

orkhouse)

が
短
期
収
容
施
設
と
し
て
存
在
し
た
。

Frances
H
.
Sim

on,
PR

ISO
N
ER

S'
W

O
R
K

A
N
D

V
O
C
A
TIO

N
A
L

TR
A
IN

IN
G
,1999,

at
2.,

John
V
agg

and
U
rsula

Sm
art,

England
and

W
ales,

in:D
rik

van
Zyl

Sm
it

and
Frider

D
uenkel,

PR
ISO

N
LA

B
O
U
R
:SA

LV
A
TIO

N
O
R

SLA
V
ER

R
Y

?,1999,at
37.

施
設
内
で
の
労
働
の
賦
課
に
全
国
的
な
基
準
は
な
く
、
木
材
伐
採

(

ウ
エ
ー
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
矯
正
施
設)

、
刑
事
施
設
の
維
持
、
回
旋

盤
、
空
車
踏
み
等
が
あ
っ
た
。

(�)
三
宅
、
同
七
頁
。
ウ
ォ
ル
ズ
施
設
は
一
九
九
三
年
に
は
、
地
方
の
Ｂ
類
型

(

級)

訓
練
刑
事
施
設
、
二
○
○
三
年
に
は
Ｃ
類
型
施
設
と
な

り
、
一
九
九
八
年
全
面
的
な
監
察
が
実
施
さ
れ
、
ま
た
二
○
○
四
年
一
一
月
の
監
察
は
監
察
リ
ポ
ー
ト
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。H

M
Inspector,

R
eport

on
a

full
announced

inspection
of

H
M

P
W

olds
15-19

N
ovem

ber
2004,

w
w
w
.hom

eoffice.gov.uk/
justice/prisons/inspections.

(�)
同
、
一
九
頁
、
一
○
七
頁
注
二
七
。

(�)
Sir

Leon
R
adzinow

icz
and

R
oger

H
ood,

A
H
ISTO

R
Y

O
F

C
R
IM

IN
A
L

LA
W

A
N
D

ITS
A
D
M

IN
ISTR

A
TIO

N
FR

O
M

1750,V
ol.5,at

467,478.
(�)

R
ichard

W
.
H
arding,

PR
IV

A
TE

PR
ISO

N
S

A
N
D

PU
B
LIC

A
C
C
O
U
N
TA

B
ILITY

,
1997,

at
25.

(�)
三
宅
、
前
掲
注

(�)
、
一
九
頁
。

(�)
John

H
irst,

The
A
ustralian

Experience
:The

C
onvict

C
olony,in:N

orval
M

orris
and

D
avid

J.
R
othm

an
(Eds.),TH

E
O
X
FO

R
D

H
ISTO

R
Y

O
F

TH
E

PR
ISO

N
,1995,at

263.
(�)��.,268,276.
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
エ
ル
ズ
は
、
一
八
三
五
年
当
時
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
陸
の
東
半
分
以
上
を
占
め
る
地
域
を
指
し
た
。

マ
コ
ノ
キ
ー
の
点
数
制
に
よ
る
累
進
処
遇
制
度
は
、
刑
は
期
間
で
は
な
く
一
定
の
作
業
量
の
達
成
を
基
準
と
し
て
言
い
渡
さ
れ
る
べ
き
と
し
、

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
と
受
刑
者
の
社
会
復
帰

(

三
宅
、
グ
ラ
デ
ィ
ン
グ)

一
一



処
罰
と
改
善
と
を
組
み
合
わ
せ
た
処
遇
構
想
を
基
に
し
て
い
た
。
作
業
を
含
む
善
行
に
よ
る
点
数
獲
得
、
衣
食
の
支
弁
は
こ
の
点
数
に
よ
っ

て
の
み
賄
わ
せ
、
他
受
刑
者
と
は
、
攻
撃
し
な
い
限
り

(

そ
の
場
合
、
点
数
の
喪
失)

自
由
に
交
流
し
、
作
業
す
る
こ
と
も
可
能
と
し
、
点

数
に
よ
り
自
由
度
を
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
制
度
は
、
受
刑
者
に
対
す
る
身
体
罰
や
物
理
強
制
を
不
要
な
も
の
と
し
、
成
功
裏
の
再
社
会

化
を
保
障
す
る
た
め
個
人
責
任
と
相
互
信
頼
の
感
覚
が
涵
養
さ
れ
、
部
分
社
会
の
刑
事
施
設
が
、
外
部
の
全
体
社
会
と
緊
密
な
接
触
を
維
持

す
べ
き
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。��.,290.

(�)
三
宅
、
前
掲
注

(�)
、
二
三
頁
。

(�)
同
頁
。R

andall
M

cG
ow

en,
The

W
ell-O

rdered
Prison

England
1780-1865,

in:N
orval

M
orris

and
D
avid

J.
R
othm

an
(Eds.),TH

E
O
X
FO

R
D

H
ISTO

R
Y

O
F

TH
E

PR
ISO

N
,1995,at

94.,
F.

H
.
Sim

on,�����
note

11,
at

3.,M
ichael

Ignatieff,A
JU

ST
M

EA
SU

R
E

O
F

PA
IN

,1978,at
110.

第
三
章

Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
に
お
け
る
ダ
ヴ
ゲ
ー
ト
刑
事
施
設

政
府
組
織
の
二
○
○
四
年
の
改
編
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
全
国
犯
罪
者
管
理
業
務
庁

(N
ational

O
ffender

M
anagem

ent
Service.

N
O
M

S)

は
、
二
○
○
八
年
四
月
か
ら
司
法
省

(M
inistry

of
Justice.

二
○
○
七
年
五
月
創
設)

の
一
部
局
に
置
か
れ
、
国
営
刑
事
施

設
の
提
供
運
営
お
よ
び
民
営
化
刑
事
施
設
の
契
約
監
督
を
含
め
、
施
設
内
お
よ
び
社
会
内
の
犯
罪
者
処
遇
・
援
助

(

社
会
復
帰
、
保
健
、

教
育
、
雇
用
、
居
住)

機
会
の
提
供
に
よ
り
公
衆
を
保
護
し
、
再
犯
を
減
少
さ
せ
る
業
務
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
内

務
省
の
外
局
に
あ
っ
た
刑
事
施
設
業
務
庁

(H
M

Prison
Service)

の
業
務
は
二
○
○
七
年
五
月
同
司
法
省
に
引
き
継
が
れ
、
こ
の
下

に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

(�)

。
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１

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
の
建
設
は
、
一
九
八
○
年
代
初
頭
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権

(Thatcher
G
overm

ent)

に
よ
る

予
算
支
出
削
減
手
段
と
し
て
の
民
営
化
方
針
、
実
施
に
始
ま
り
、
二
○
○
一
年
に
は

｢

法
と
秩
序｣

の
政
党
と
し
て
の
労
働
党
の
シ
ン
ク

タ
ン
ク
が
刑
事
施
設
に
お
け
る
混
合
運
営
型(Public-Private

Partnership.PPP)

を
許
容
す
る
民
営
化
へ
の
障
害
と
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
加
速
し
た
と
さ
れ
る

(�)
。

一
九
九
二
年
の
ウ
ォ
ル
ズ
未
決
拘
禁
施
設
の
民
営
化
は
実
験
段
階
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
○
年
四
月
に
発
生
し
た
ス
ト
レ
ン
ジ
ウ
ェ
ズ

(Strangew
ays)

刑
事
施
設
他
、
二
○
余
刑
事
施
設
で
の
暴
動
、
そ
の
後
の
暴
動
原
因
解
明
と
全
刑
事
施
設
内
処
遇
の
見
直
し
と
改
善
の

方
途
を
示
し
た
一
九
九
○
年
の
ウ
ル
フ
・
リ
ポ
ー
ト
は
、
ウ
ォ
ル
ズ
未
決
拘
禁
施
設
で
取
り
入
れ
ら
れ
た
民
営
化
の
手
法
を
促
進
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
ウ
ル
フ
卿

(Lord
W

oolf)

は
、
後
述
す
る
グ
レ
ン
ド
ン

(G
rendon)

精
神
医
療
刑
事
施
設
も
調
査
し
、
そ
の
リ
ポ
ー

ト
は
、
内
務
大
臣
ベ
ー
カ
ー

(K
enneth

B
aker)

に
新
た
な
精
神
療
法
の
刑
事
施
設
を
設
置
す
る
必
要
性
を
説
か
せ
る
と
こ
ろ
と
な
っ

た

(�)

。一
九
九
四
年
、
九
五
年
と
最
重
警
備
刑
事
施
設
か
ら
の
一
連
の
受
刑
者
逃
走
事
故
ホ
ワ
イ
ト
モ
ア
、
パ
ー
ク
ハ
ー
ス
ト

(W
hitem

oor,

Parkhurst)

両
刑
事
施
設
と
刑
務
所
収
容
者
数
の
激
増

(
四
年
間
で
四
○
％
増)

は
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式
と
Ｄ
Ｃ
Ｍ
Ｆ
モ
デ
ル
の
検
討
を
踏
ま

え
、
刑
事
施
設
業
務
庁
に
、
ウ
ォ
ル
ズ
未
決
拘
禁
施
設
方
式
を
拡
張
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た

(�)
。

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
の
二
○
○
二
年
段
階
ま
で
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
一
連
の
吉
野
論
文
が
あ
る
の
で

(�)

、
以
下
で
は
、

最
近
の
状
況
に
つ
き
ダ
ヴ
ゲ
ー
ト
刑
事
施
設
に
関
係
づ
け
て
簡
単
に
ふ
れ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
刑
事
施
設
は
未
決
拘
禁
お
よ
び
既
決
受
刑
者
の
収
容
施
設
は
、
二
○
○
八
年
五
月
の
時
点
で
一
四
一
施
設
あ
り
、
そ
の
う

ち
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設

(C
ontracted

Prisons)

は
一
一
施
設
あ
る

(�)
。
一
九
九
二
年
最
初
に
開
設
さ
れ
た
ウ
ォ
ル
ズ
未
決
拘
禁
施
設
は
、
他

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
と
受
刑
者
の
社
会
復
帰

(

三
宅
、
グ
ラ
デ
ィ
ン
グ)

一
三



の
初
期
の
三
施
設

(D
oncaster,

B
uckley

H
all,

B
lakehouse)

と
同
様
に
、
前
述
の
設
計

(

Ｄ)

、
建
設

(

Ｃ)

、
運
営

(

Ｍ)

、
資
金

調
達

(
Ｆ)

の
Ｄ
Ｃ
Ｍ
Ｆ
モ
デ
ル
事
業
内
容
の
う
ち
運
営
の
み
に
あ
た
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
刑
事
施
設
で
あ
っ
た

(�)

。
そ
の
後
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施

設
に
は
、
Ｄ
Ｃ
Ｍ
Ｆ
モ
デ
ル
の
事
業
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
に
は
、
ア
ル
ト
コ
ー
ス

(A
ltcourse)

等

(�)

の
刑
事
施
設

が
入
り
、
こ
の
場
合
、
現
在
契
約
期
間
は
二
五
年
で
あ
る
。

２

ダ
ヴ
ゲ
ー
ト
刑
事
施
設

(

治
療
共
同
体)

(

１)

設
置
の
経
緯

こ
の
ダ
ヴ
ゲ
ー
ト
刑
事
施
設(

治
療
共
同
体)

は
、
第
二
の
グ
レ
ン
ド
ン
精
神
医
療
刑
事
施
設
と
し
て
構
想
さ
れ
、

二
○
○
一
年
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
グ
レ
ン
ド
ン

(

今
日
のG

rendon
/Spring

H
ill)

精
神
医
療
刑
事
施
設
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
南
中
央
部
に
、
一
九
六
二
年
に
実
験
的
な
精
神
療
法
の
刑
事
施
設
と
し
て
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
九
九
一
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
本

国
内
で
の
最
初
で
、
し
か
も
最
大
の
本
格
的
な
刑
事
施
設
ベ
ー
ス
の
治
療
共
同
体
と
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
収
容
対

象
者
は
、
保
安
程
度
が
や
や
重
い
Ｂ
類
型
の
受
刑
者
で
あ
り
、
人
格
障
害
お
よ
び
精
神
病
質
の
問
題
の
あ
る
男
性
、
そ
の
多
く
が
幼
児
期

に
身
体
的
性
的
な
虐
待
を
受
け
、
薬
物
乱
用
、
自
損
行
為
、
自
殺
企
図
の
経
歴
が
あ
り
、
常
習
的
な
施
設
規
則
の
違
反
者
で
あ
っ
た
。
彼

ら
は
、
二
三
五
人
の
収
容
能
力
な
か
で
二
○
○
人
程
度
、
六
棟
の
自
立
的
な
精
神
療
法
の
治
療
共
同
体
の
な
か
で
生
活
し
て
い
る
。
処
遇

は
、
六
〜
八
人
の
受
刑
者
と
一
人
の
ス
タ
ッ
フ
か
ら
な
る
小
グ
ル
ー
プ
と
全
ス
タ
ッ
フ
・
受
刑
者
が
参
加
す
る
共
同
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
と
で

構
成
さ
れ
て
い
る

(�)

。

グ
レ
ン
ド
ン
施
設
の
収
容
能
力
に
限
界
が
あ
り
、
一
九
九
一
年
当
時
、
要
処
遇
対
象
者
は
一
九
二
○
〜
二
五
○
○
人
と
予
測
さ
れ
て
い

た
こ
と
か
ら
、
一
九
九
四
年
、
内
務
省
は
一
九
八
三
年
精
神
保
健
法
上
の
治
療
基
準
に
は
適
さ
な
い
た
め
一
般
精
神
医
療
の
精
神
病
院
へ

の
移
送
は
適
さ
な
い
が
、
制
度
的
な
治
療
に
は
適
合
す
る
受
刑
者
は
最
低
二
三
九
二
人
い
る
と
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
内
務
省
は

島
大
法
学
第
五
二
巻
第
一
号
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刑
事
施
設
業
務
局
保
健
ケ
ア
専
門
官
に
よ
る
課
題
遂
行
班

(Task
Force)

を
立
ち
上
げ
、
一
九
九
五
年
夏
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
に

グ
レ
ン
ド
ン
型
の
収
容
Ｂ
類
型
の
受
刑
者
処
遇
施
設
を
建
設
す
る
こ
と
を
模
索
し
た
が
、
適
地
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
休
眠
状
態
に

入
っ
た
。

し
か
し
、
前
述
の
時
代
状
況
の
変
化
も
あ
り
、
一
九
九
七
年
一
一
月
、
新
た
に
Ｄ
Ｃ
Ｍ
Ｆ
モ
デ
ル
事
業
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式
で
、
八
○
○
名

収
容
で
、
う
ち
二
○
○
名
の
治
療
共
同
体
と
し
て
使
用
で
き
る
刑
事
施
設
が
、
前
記
ス
タ
ッ
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
ー
の
マ
ー
チ
ン
ト
ン

(M
archington)

に
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

(�)
。
内
務
省
刑
事
施
設
業
務
局
の
要
求
水
準
、
入
札
、
落
札
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、

こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
当
時
の
内
務
省
同
局
の
契
約
・
競
争
班
の
ダ
ヴ
ゲ
ー
ト
刑
事
施
設
Ｄ
Ｃ
Ｍ
Ｆ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

｢

治
療
共
同
体

部
隊｣

の
助
言
者
で
あ
っ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ズ
女
史
は
、
そ
の
状
況
を
説
明
し
て
い
る

(�)

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
競
争
さ
せ
た
二
つ
の
要
求
水
準

と
し
て
の
事
項
は
、
処
遇
に
関
す
る
治
療
共
同
体
モ
デ
ル
の
原
理
お
よ
び
哲
学
に
関
わ
っ
て
の
も
の
で
あ
り
、
Ｉ
Ｅ
Ｐ
ス
キ
ー
ム

(Incentives
and

Earned
Privileges

Schem
e)

お
よ
び
性
犯
罪
者
プ
ロ
グ
ラ
ム

(Sex
O
ffender

Treatm
ent

Program
m
e.

SO
TP)

に
あ
っ
た
。
Ｉ
Ｅ
Ｐ
ス
キ
ー
ム
の
目
的
は
、
模
範
行
動
を
示
す
か
、
刑
事
施
設
に
積
極
的
な
貢
献
を
す
る
か
の
受
刑
者
と
な
る
た
め
に
必

要
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
確
認
に
よ
っ
て
善
行
を
保
持
さ
せ
、
こ
れ
に
報
償
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
犯
罪
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
は
、

性
犯
罪
で
の
全
受
刑
者
が
釈
放
前
に
必
要
的
に
受
け
る
も
の
で
、
お
よ
そ
一
八
〜
二
○
週
に
わ
た
り
、
毎
日
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
認
知
行
動

法

(cognitive
behavioural

m
ethod)

を
基
に
し
た
も
の
を
求
め
て
い
た

(�)
。

(

２)

ダ
ヴ
ゲ
ー
ト
刑
事
施
設
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
西
部
ス
タ
ッ
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
ー

(Staffordshire)

州
の
ユ
ー
ト
ク
ス
タ
ー

(U
ttoxter)

に
在
り
、
セ
ル
コ

(Serco)

事
業
体

(

企
業)

に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
、
成
人
男
子

(M
)

の
閉
鎖
施
設

(C
L)

で
収
容
者

分
類
Ｂ
の
中
警
備
を
要
す
る
受
刑
者
八
○
○
名
収
容
し
て
い
る
。
こ
の
刑
事
施
設
は
、
主
要
施
設
か
ら
は
ほ
ぼ
自
律
性
を
保
っ
て
い
る
定

員
二
○
○
名
の
集
団
精
神
療
法
の
治
療
共
同
体
区
画

(

施
設)

を
有
し
て
い
る
。
こ
こ
は
、
ダ
ヴ
ゲ
ー
ト
刑
事
施
設

(

治
療
共
同
体)

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
と
受
刑
者
の
社
会
復
帰

(

三
宅
、
グ
ラ
デ
ィ
ン
グ)

一
五



(
以
下

｢

ダ
ヴ
ゲ
ー
ト
治
療
共
同
体｣)

と
い
わ
れ
て
い
る
。

ダ
ヴ
ゲ
ー
ト
治
療
共
同
体
の
施
設
お
よ
び
処
遇
の
概
要
は
、
次
節
の
ダ
ヴ
ゲ
ー
ト
治
療
共
同
体
監
察
リ
ポ
ー
ト
に
触
れ
る
な
か
で
、
若

干
見
る
こ
と
に
す
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ダ
ヴ
ゲ
ー
ト
治
療
共
同
体
の
収
容
対
象
者
で
あ
る
受
刑
者
は
、
刑
の
執
行
過
程
に
あ
っ
て
、
受
刑
者
の
同
意
に
よ
る

治
療
的
処
遇
の
た
め
に
移
送
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
受
刑
者
が
治
療
的
処
遇
を
拒
否
し
た
場
合
、
あ

る
い
は
治
療
的
処
遇
が
終
了
し
た
り
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
一
般
刑
事
施
設
に
お
け
る
拘
禁
状
態
、
す
な
わ
ち
ダ
ヴ
ゲ
ー
ト
治

療
共
同
体
で
の
処
遇
根
拠
が
な
く
な
り
、
再
移
送

(

ま
た
は
仮
釈
放)

の
対
象
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
受
刑
者
の
処
遇
が
拘
禁

に
純
化
し
た
形
態
を
と
る
以
上
、
処
遇
強
制
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

(�)
M

inistry
of

Justice,
2007-2008

D
EPA

R
TM

EN
TA

L
A
N
N
U
A
L

R
EPO

R
T,

C
m

7397,
M

ay
2008,

at
116.

http://nom
s.justice.gov.uk/,

http://w
w
w
.hm

prisonservice.go.uk.
(�)

Elaine
G
enders,

Privatisation
and

Innovation�R
hetoric

and
R
eality:

The
D
evelopm

ent
of

a
Therapeutic

C
om

m
unity

Prison,����������������,2003,at
137.

公
共
政
策
研
究
所

(

労
働
党
シ
ン
ク
タ
ン
ク)

リ
ポ
ー
ト
。Institute

for
Public

Policy
R
esearch

(IPPR
)

,B
U
ILD

IN
G

B
ETTER

PA
R
TN

ER
SH

IPS,2001.

自
由
主
義
的
民
主
主
義
に
お
い
て
は
、
刑
事
施
設
を
含
む
社
会
復

帰
的
制
度
の
民
営
化
は
、
公
開
性

(openness)

、
説
明
責
任

(accountability)

、
適
法
性

(legitim
acy)

の
条
件
に
適
合
し
て
効
果
的
、

効
率
的
に
実
行
さ
れ
る
か
が
証
明
で
き
る
力
に
潜
在
的
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。Elaine

G
enders,Legitim

acy,A
ccountability

and
Private

Prisons,����������������������,2002,at
285.

(�)���the
form

er,140.

ウ
ル
フ
リ
ポ
ー
ト
に
つ
き
、
三
宅

｢

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
保
守
党
政
権
下
の
刑
事
政
策｣

秋
山
・
大
出
・
小
田
中
他

編

『

民
衆
司
法
と
刑
事
法
学』

(

庭
山
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集)

(

一
九
九
九
年)

所
収
、
五
○
五
頁
。

(�)
A
frian

Jam
es

and
K
eith

B
ottom

ley,
Prison

Privatisation
and

R
em

and
Population:

Principle
V
ersus

Pragm
atism

,��������
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��������,1998,at
230-1.

(�)
吉
野
智

｢

英
国
に
お
け
る
刑
務
所
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
に
つ
い
て｣

捜
査
研
究
六
○
七
号

(

二
○
○
二
年)

四
頁
、
同

｢

英
国
に
お
け
る
刑
務
所

Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
に
つ
い
て

(

前)
(

後)｣

刑
政
一
一
三
巻
七
号
、
八
号

(

二
○
○
二
年)

各
六
二
頁
、
五
四
頁
。

(�)
http://w

w
w
.hm

prisonservice.gov.uk/prisoninform
ation/privateprison/

Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
を
運
営
す
る
事
業
体
はG

SL

、Secro

、G
4S

司
法
サ
ー
ビ
ス

(Justice
Services)

、K
alyx

(

旧U
K
D
S)

な
ど
で
あ
る
。
バ
ッ
ク
レ
イ
ホ
ー
ル
、
ブ
レ
イ
ク
ハ
ー
ス
ト
の
各
刑
事
施
設

は
そ
の
後
委
託
運
営
契
約
が
満
了
し
、
官
で
の
運
営
に
移
行
し
て
い
る
。

(�)
Parc,

Low
dham

G
range,

A
shfield,

Forest
B
ank,

R
ye

H
ill

の
各
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
。
Ｄ
Ｃ
Ｍ
Ｆ
モ
デ
ル
の
事
業
と
し
て
、
ダ
ヴ
ゲ
ー

ト

(D
ovegate)

と
ピ
ー
タ
ー
バ
ラ

(Peterborough)

の
各
刑
事
施
設
が
こ
れ
に
加
わ
っ
て
い
る
。
二
○
○
四
年
開
設
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ

シ
ャ
ー(C

am
bridgeshire)

州
に
あ
る
ピ
ー
タ
ー
バ
ラ
刑
事
施
設(

八
四
○
人
男
女
収
容
の
収
容
類
型
Ｂ
施
設)

は
、
Ｕ
Ｋ
デ
ン
ト
ン
サ
ー

ビ
ス
会
社

(

Ｕ
Ｋ
Ｄ
Ｓ)
と
プ
レ
ミ
ア
拘
禁
グ
ル
ー
プ

(Prem
ier

C
ustodial

G
roup

Ltd)

の
共
同
優
先
入
札
者

(Joint
Preferred

B
idder)

と
し
て
指
名
さ
れ
た
。PSIR

U
,���������

3,
at

6.
(�)

E.G
enders,�����

note
22,at

141.
(�)��.,140.

全
請
負
・
運
営

(

Ｄ
Ｃ
Ｍ
Ｆ)
の
事
業
体
は
、
ワ
ッ
ケ
ン
ハ
ッ
ト
矯
正
企
業

(W
ackenhut

C
orrection

C
orporation)

と
セ

ル
コ
社

(Serco
PLC

公
開
有
限
責
任
会
社)

が
五
○
％
出
資
し
経
営
支
配
す
る

｢

プ
レ
ミ
ア
拘
禁
グ
ル
ー
プ｣

系
の
モ
ー
ト
ン
刑
事

施
設
業
務
会
社

(M
oreton

Prison
Service

Ltd)
で
あ
る
。PSIR

U
,�����

note
3,

at
7.,http://w

w
w
.serco.com

/
(�)

E.G
enders,�����

note
22,at

148.
(�)��.,148�149.

そ
の
他
の
要
求
水
準
と
し
て
、
職
員
に
は
セ
ラ
ピ
ー
に
対
応
で
き
る
専
門
的
訓
練
・
資
格
を
も
つ
多
分
野
の
チ
ー
ム
ア

プ
ロ
ー
チ
の
で
き
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。����.

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
と
受
刑
者
の
社
会
復
帰

(

三
宅
、
グ
ラ
デ
ィ
ン
グ)

一
七



第
四
章

ダ
ヴ
ゲ
ー
ト
刑
事
施
設

(

治
療
共
同
体)

の
監
察
リ
ポ
ー
ト

刑
事
施
設
に
対
す
る
定
期
的
な
事
業
監
察
は
、
制
度
化
さ
れ
リ
ポ
ー
ト
と
し
て
公
表
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ダ
ヴ
ゲ
ー
ト

刑
事
施
設

(

治
療
共
同
体)

へ
の
監
察
は
、
主
要
施
設
で
あ
る
ダ
ヴ
ゲ
ー
ト
刑
事
施
設
へ
の
監
察
と
は
別
に
実
施
さ
れ
、
最
近
で
は
二
○

○
四
年

(�)
お
よ
び
二
○
○
六
年
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
二
○
○
六
年
の
監
察
は
、
二
○
○
四
年
監
察
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
性
質
を
も
っ
て

い
る
。

い
ず
れ
の
時
期
の
監
察
も
、
五
人
構
成
の
監
察
チ
ー
ム
の
実
地
調
査
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
最
終
リ
ポ
ー
ト
は
オ
ー
ワ
ー
ズ
刑
事
施
設
監

察
長
官

(H
M

C
hief

Inspector
of

Prisons,
A
nne

O
w
ers)

に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
た
。
以
下
で
は
、
二
○
○
六
年
の
ダ
ブ
ゲ
ー
ト
刑

事
施
設

(

治
療
共
同
体)

の
監
察
リ
ポ
ー
ト

(
以
下

｢

○
六
年
監
察
リ
ポ
ー
ト｣) (�)

の
項
目
を
取
り
上
げ
て
、
運
営
管
理
お
よ
び
処
遇
上
の

概
要
と
問
題
点
と
課
題
を
み
て
お
く
。
○
六
年
監
察
リ
ポ
ー
ト
の
記
述
は
、
監
察
基
準
で
あ
る

｢

健
や
か
刑
事
施
設
モ
デ
ル｣

に
よ
り
遂

行
状
況
を
四
基
準

(

①
安
全
、
②
尊
厳
、
③
希
望
の
あ
る
営
み
、
④
再
帰
住)

か
ら
み
て
、
総
体
を
四
段
階
評
価

(

良
好
、
ほ
ぼ
良
好
、

不
十
分
な
が
ら
良
好
、
不
十
分)

す
る
形
式
と
な
っ
て
い
る

(�)
。

監
察
リ
ポ
ー
ト
は
、
前
回
二
○
○
四
年
の
監
察
リ
ポ
ー
ト
に
よ
っ
て
指
摘
を
し
た
事
項
の
改
善
状
況
、
施
設
運
営
・
処
遇
の
実
地
調
査

に
よ
る
評
価
を
踏
ま
え
、
事
業
者
で
あ
る
刑
事
施
設

(

治
療
共
同
体)
長

(D
irector)

お
よ
び
監
督
機
関
で
あ
る
司
法
省
全
国
犯
罪
者

管
理
業
務
庁
長
官

(C
hief

Executive
of

N
O
M

S)

へ
の
諸
勧
告
の
提
示
を
含
ん
だ
内
容
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
司
法
省
関
係
の

Ｈ
Ｐ
に
も
掲
載
さ
れ
、
国
民
に
公
開
さ
れ
る
と
い
う
開
か
れ
た
方
法
で
の
公
表
に
な
っ
て
い
る
。
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１

〇
六
年
監
察
リ
ポ
ー
ト
の
概
要

施
設
は
、
収
容
分
類
の
Ｂ
類
型
の
受
刑
者
施
設
内
の
治
療
共
同
体
ユ
ニ
ッ
ト
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
二
○
○
一
年
、
矯
正
業
務
認
可
委

員
会

(C
orrectional

Service
A
ccreditation

Panel.
C
SA

P)

の
認
可
を
経
て
、
今
日
の
司
法
省
管
轄
下
に
あ
り
、
二
○
○
六
年
の
監

察
当
時
、
仮
釈
放
資
格
を
得
る
ま
で
に
一
八
か
月
以
上
の
収
容
期
間
を
残
し
て
い
る
Ｂ
お
よ
び
Ｃ
類
型

(

一
部)

の
男
子
受
刑
者
を
一
九

八
名

(

収
容
定
員
二
○
○
名
、
当
時)

収
容
し
て
い
た
。

(

１)

概
要

収
容
受
刑
者
の
う
ち
、
濃
密
で
意
欲
的
な
集
団
療
法
か
ら
脱
落
し
た
も
の
が
お
り
、
治
療
終
了
で
再
移
送
待
機
中
の
も

の
と
を
併
せ
る
と
約
三
割
に
達
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
受
刑
者
は
、
治
療
共
同
体
の
諸
側
面
に
不
満
足
で
、
重
圧
を
感
じ
て
い

る
。
事
態
は
不
満
足
な
も
の
で
あ
っ
た
。
職
員
・
受
刑
者
関
係
は
、
セ
ラ
ピ
ー
内
の
関
係
で
は
受
刑
者
は
良
い
援
助
を
受
け
て
い
る
と
す

る
が
、
そ
れ
以
外
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
積
極
的
な
意
見
で
は
な
い
状
況
に
あ
っ
た

(�)

。

収
容
居
住
区
画
は
、
四
○
人
用
の
二
面
居
住
ユ
ニ
ッ
ト
が
四
か
所
、
二
○
人
収
容
の
ユ
ニ
ッ
ト
が
二
か
所
で
、
全
室
単
独
室
で
ス
イ
ー

ト
、
電
化
、
テ
レ
ビ
接
点
が
あ
る
が
、
シ
ャ
ワ
ー
・
ト
イ
レ
は
良
で
あ
る
。
糧
食
の
質
は
良
で
あ
る
が
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
に
配
慮
し
た
食
事

メ
ニ
ュ
に
欠
け
て
い
る

(�)
。

施
設
内
で
の
希
望
の
あ
る
営
み
・
活
動
は
、
受
刑
者
の
意
向
に
沿
い
、
治
療
と
よ
く
結
合
し
た
範
域
の
あ
る
教
育
・
就
職
指
導
活
動
が

あ
り
、
入
所
時
評
価
が
良
く
な
り
、
受
刑
者
の
個
人
学
習
計
画
は
一
貫
性
を
も
っ
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。
受
刑
者
は
資
格
取
得
の
機
会
が

与
え
ら
れ
て
い
る

(�)

。

二
○
○
四
年
監
察
リ
ポ
ー
ト
で
は

｢

健
や
か
な
刑
事
施
設｣

テ
ス
ト
に
対
し
て
は

｢

不
十
分
な
が
ら
良
好｣

の
評
価
で
あ
っ
た
。
地
域

へ
の
再
帰
住
お
よ
び
刑
事
施
設
へ
再
統
合
に
焦
点
を
お
く
こ
と
は
比
較
的
新
規
の
こ
と
で
詳
細
な
展
開
が
必
要
な
こ
と
だ
っ
た
。
依
然
と

し
て
治
療
共
同
体
用
の
公
的
な
再
帰
住
政
策
は
な
い
。
再
統
合
を
援
助
す
る
た
め
の
改
善
が
さ
れ
、
非
治
療
的
な
刑
事
施
設
へ
復
帰
す
る

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
と
受
刑
者
の
社
会
復
帰

(

三
宅
、
グ
ラ
デ
ィ
ン
グ)

一
九



た
め
の
受
刑
者
支
援
の
組
織
化
さ
れ
た
コ
ー
ス
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
再
帰
住
地
で
実
施
さ
れ
る
べ
き
二
四
の
勧
告
を
行
っ
た
が
、
一
四

が
全
体
と
し
て
達
成
さ
れ
て
い
た
と
し
た

(�)

。

面
会
の
手
配
は
よ
く
、
夕
刻
面
会
が
平
日
可
能
で
あ
る
。
面
会
室
は
明
る
く
拡
張
家
族

(

親
族)

も
使
用
で
き
る

(�)

。

で
は
、
刑
事
施
設(

治
療
共
同
体)

長
お
よ
び
司
法
省
全
国
犯
罪
者
管
理
業
務
庁
長
官
へ
の
諸
勧
告
の
提
示
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ

た
の
か
。
主
要
な
勧
告
を
と
り
あ
げ
て
お
こ
う
。

(

２)

刑
事
施
設

(
治
療
共
同
体)

長
へ
の
勧
告

(�)
以
下
の
諸
勧
告
は
、
前
回
勧
告
が

｢

未
達
成｣

で
あ
る
た
め
引
き
続
き
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

①
治
療
共
同
体
は
人
種
関
係
の
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
を
集
積
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
全
て
の
問
題
が
地
域
グ
ル
ー
プ
で
扱
わ
れ

解
決
さ
れ
る
場
合
に
も
、
人
種
的
素
質
は
人
種
上
の
事
故
申
立
書
式
に
よ
っ
て
正
式
に
記
録
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。

②
反
い
じ
め
、
自
死
予
防
、
自
損
減
少
を
達
成
す
る
、
よ
り
安
全
な
刑
事
施
設
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
、
治
療
共
同
体
の
た
め
に
特
に
設
立
さ

れ
る
べ
き
こ
と
。

③
ア
ル
コ
ー
ル
・
喫
煙
へ
の
介
入
お
よ
び
職
員
訓
練
を
含
ん
だ
総
合
的
な
地
域
共
同
体
の
薬
物
戦
略
が
一
致
し
て
、
治
療
共
同
体
受
刑

者
の
明
確
な
必
要
性
に
確
実
に
合
う
よ
う
に
す
べ
き
こ
と
。

(

３)

司
法
省
全
国
犯
罪
者
管
理
業
務
庁
長
官
へ
の
諸
勧
告

(�)

第
一
勧
告
は
前
回
勧
告
が

｢

部
分
的
な
達
成｣

で
あ
っ
た
た
め
、
新
た
に
、
ま
た
第
二
の
勧
告
は
前
回
勧
告
が
未
達
成
で
あ
る
た
め
付

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

①
い
か
な
る
時
期
に
あ
っ
て
も
現
実
に
治
療
を
受
け
て
い
な
い
受
刑
者
は
最
高
一
割
で
あ
る
こ
と
を
保
障
す
る
目
的
で
、
も
は
や
治
療

中
で
な
い
受
刑
者
は
ダ
ブ
ゲ
ー
ト
治
療
共
同
体
外
に
即
刻
移
送
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。
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②
受
刑
者
の
健
康
管
理(

ヘ
ル
ス
ケ
ア)

の
権
限
委
任
お
よ
び
規
定
に
関
す
る
民
間
運
営
刑
事
施
設
の
地
位
に
つ
い
て
の
判
断
決
定
は
、

緊
急
事
項
と
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。

２

問
題
点
と
課
題

ダ
ヴ
ゲ
ー
ト
治
療
共
同
体
は
、
先
行
の
新
生
グ
レ
ン
ド
ン

(

ス
プ
リ
ン
グ
ヒ
ル)

精
神
医
療
刑
事
施
設
同
様
に
、
依
然
と
し
て
実
験
過

程
に
あ
る
と
い
え
る
。
優
遇
を
条
件
づ
け
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
人
格
、
行
動

変
容
を
遂
げ
さ
せ
よ
う
と
す
る
Ｉ
Ｅ
Ｐ
ス
キ
ー
ム

は
、
広
く
刑
事
施
設
に
お
け
る
処
遇
政
策
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
薬
物
テ
ス
ト
同
様
に
積
極
的
な
義
務
的
な
も
の
と

す
る
こ
と
は
、
明
確
に
Ｉ
Ｅ
Ｐ
ス
キ
ー
ム
自
体
に
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
る

(�)

。
先
進
的
な
ダ
ヴ
ゲ
ー
ト
治
療
共
同
体
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
自
由

制
限
に
純
化
し
た
と
も
い
う
べ
き
自
由
刑
の
枠
内
に
あ
る
受
刑
者
に
対
し
拘
禁
以
上
に
、
Ｉ
Ｅ
Ｐ
ス
キ
ー
ム
、
性
犯
罪
者
プ
ロ
グ
ラ
ム
等

の
治
療
的
・
改
善
処
遇
を
ど
の
よ
う
に
納
得
さ
せ
、
実
施
さ
せ
て
い
く
か
の
課
題
を
抱
え
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
に
お
け
る
処
遇
か
、
政
府
運
営
・
管
理
の
刑
事
施
設
の
処
遇
か
に
よ
っ
て
、
違
い
と
変
化
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
社
会
復
帰
的
処
遇
を
肯
定
し
つ
つ
も
、
対
象
者
の
同
意
問
題

(

納
得
行
刑)

と
処
遇
の
コ
ス
ト
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
論
に
拘
泥
す
る

か
否
か
、
い
か
に
解
決
す
る
か
、
決
断
す
る
か
に
課
題
が
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う

(�)

。

(�)
二
○
○
四
年
当
時
、
両
施
設
間
治
療
共
同
体
区
画
の
約
一
割
の
者
が
治
療
に
不
参
加
で
あ
り
、
移
送
待
機
中
で
あ
っ
た
。H

M
C
hief

Inspector
of

Prisons
(H

M
C
IP),

R
EPO

R
T

O
N

A
FU

LL
A
N
N
O
U
N
C
ED

IN
SPEC

TIO
N

O
F

H
.M

.P
D
O
V
EG

A
TE

29
M

A
R
C
H
-

2
A
PR

IL
2004,

2004,
ISB

N
184473370X

,at
4.

(�)
H
M

C
hief

Inspector
of

Prison
(H

M
C
IP),

R
EPO

R
T

O
N

A
N

U
N
A
N
N
O
U
N
C
ED

SH
O
R
T

FO
LLO

W
-U

P
IN

SPEC
TIO

N
O
F

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
と
受
刑
者
の
社
会
復
帰

(

三
宅
、
グ
ラ
デ
ィ
ン
グ)

二
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H
M

P
D
O
V
EG

A
TE

TH
ER

A
PEU

TIC
C
O
M

M
U
N
ITY

29-31
A
U
G
U
ST

2006,2007,
ISB

N
13:978-1-84726-186-1,PP.43.

(�)
｢

健
や
か
な
刑
事
施
設｣

(H
ealthy

prison)

は
、
①
安
全
、
②
尊
厳
、
③
希
望
の
あ
る
営
み
、
④
再
帰
住
の
四
基
準
か
ら
成
り
た
っ
て

お
り
、
そ
れ
ら
の
各
達
成
状
況
は
四
段
階
評
価

(

良
好
、
ほ
ぼ
良
好
、
不
十
分
な
が
ら
良
好
、
不
十
分)

を
受
け
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
司

法
省
内
の
全
国
犯
罪
者
管
理
業
務
庁
に
提
出
さ
れ
、
達
成
の
た
め
外
部

(

前
出C

SA
P)

か
ら
の
直
接
指
導
に
影
響
す
る
。����

H
Ps1-2,

at
9.

(�)����
at

5,7.,
H
Ps

12-13,
at

11.
(�)����

at
7.,

H
Ps

14,16,
at

11.
(�)����

H
Ps

23-25,
at

12.
(�)����

H
Ps

30-33,37,
at

13.
(�)����

H
Ps

35-36,
at

13.
(�)����

R
ecs.2.3-2.5,3.3-3.4,at

15-16,35.
(�)����

R
ecs.2.2,2.10,3.1-3.2,at

15,17,35.
(�)

C
f.����

H
P

19,R
ecs.2.12,at

11,17.
(�)

ジ
ェ
ン
ダ
ー
ズ
女
史
は
、｢

今
日
の
思
潮
は
、
犯
罪
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
急
激
な
増
加
を
通
じ
た
、
お
そ
ら
く
は
刑
事
施
設
の
地
内
で

の
、
さ
ら
に
進
ん
だ
治
療
共
同
体
区
画
の
選
定
を
通
じ
た
、
社
会
復
帰
制
度
の
展
開
に
向
け
ら
れ
た
継
続
的
な
努
力
に
賛
成
の
よ
う
で
あ
る｣

と
す
る
。E.G

enders,�����
note

22,the
latter,at

301.

第
五
章

お
わ
り
に

以
上
か
ら
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
の
建
設
お
よ
び
運
営
、
さ
ら
に
は
受
刑
者
の
処
遇
を
通
じ
て
、
い
く
つ
か
の
考
え
る
べ
き
点
が
あ
る
。
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イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
わ
が
国
に
は
、
先
進
資
本
主
義
国
に
共
通
の
経
済
状
況
の
打
開
に
困
難
性
が
あ
り
、
国
家
財
政
の
破
綻
状
況
、｢

小

さ
な
政
府｣

へ
の
志
向
、
地
方
分
権
、
そ
し
て
こ
の
延
長
上
に
、
従
来
の
公
的
事
業
の
民
営
化
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
化
が
あ
る
と
い
え
る
。
こ

れ
ら
へ
対
処
す
る
国
家
の
諸
政
策
に
は
、
両
国
の
共
通
性
と
著
し
い
相
違
も
あ
り
う
る
。

こ
れ
を
刑
事
政
策
、
と
り
わ
け
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
事
業
に
よ
る
犯
罪
者
処
遇
問
題
で
考
え
て
お
く
と
、
犯
罪
者
収
容
者
数
増
の
共
通
性

と
拘
禁

(

自
由)
刑
の
性
質
の
相
違
を
踏
ま
え
て
お
く
べ
き
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
刑
事
施
設
収
容
者
数
は
、
二
○
○
八
年
四
月
末
に
は
、
前
年
を
二
％
超
え
る
八
万
二
三
一
九
人
に
至
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

未
決
拘
禁
者
の
一
万
三
三
一
○
人
を
含
め
た
収
容
者
数
で
あ
る

(�)
。

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
刑
事
施
設
へ
の
高
い
収
容
者
数
は
続
い
て
い
る
。
こ
の
施
設
収
容
化
の
波
は
、
犯
罪
被
害
者

(

と
家
族)

の
正

当
な
権
利
保
護
、
救
済
と
、
国
民
、
世
論
調
査
等
に
表
わ
れ
る
犯
罪

(

発
生
・
被
害)

へ
の
恐
怖
・
不
安
、
犯
罪
者
へ
の
厳
正
な
処
罰
要

求
と
が
、
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
心
理
状
況
と
な
り
な
が
ら
混
ざ
り
合
い
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
背
景
に
は
、
体
感
治
安
へ

の
国
民
の
不
安
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
犯
罪
発
生
件
数
の

｢

増
加｣

と
こ
れ
に
対
す
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
対
策
、
見
解
で
は
な

く
、
認
知
犯
罪
の
件
数
と
そ
の
質
に
つ
い
て
の
冷
静
な
考
察
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
安
易
な
刑
事
施
設
収
容
化
が
、
長
年
検

討
さ
れ
て
き
た
脱
施
設
内
処
遇
、
社
会
内
処
遇
、
更
生
保
護
の
流
れ
を
萎
縮
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

(�)

。
こ
の
点
で
も
、
処
罰

的
な
二
極
分
化
政
策
に
よ
る
刑
事
施
設
へ
の
過
剰
収
容
状
況
と
と
も
に
、
イ
ギ
リ
ス
の

｢

社
会
内
刑
罰｣

化
政
策
も
批
判
的
に
検
討
す
る

こ
と
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う

(�)

。

イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
わ
が
国
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
を
比
較
検
討
す
る
場
合
に
は
、
完
全
民
営
化
か
否
か
の
問
題
は
、
国
家
強
制
権
力

(

公

権
力
行
使)

の
基
本
的
あ
り
方
、
刑
罰
執
行
に
お
け
る
被
収
容
者
の
人
権
問
題
等
と
も
重
な
り
あ
っ
て
、
基
本
的
な
重
要
問
題
で
あ
り
う

る
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
方
式
が
、
わ
が
国
の
も
の
と
本
質
的
な
違
い
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
と
受
刑
者
の
社
会
復
帰

(

三
宅
、
グ
ラ
デ
ィ
ン
グ)

二
三



別
稿
に
委
ね
た
い

(�)
。

Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
内
の
受
刑
者
処
遇
を
考
え
る
際
に
留
意
す
べ
き
こ
と
は
イ
ギ
リ
ス
の
拘
禁
刑
と
わ
が
国
の
主
た
る
自
由
刑
で
あ
る
懲

役
刑
と
の
本
質
的
性
質
の
違
い
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

第
二
章
冒
頭
で
見
た
よ
う
に
、
近
代
自
由
刑
は
歴
史
的
に
、
二
重
機
能
、
す
な
わ
ち
自
由
剥
奪
機
能
と
矯
正
改
善
機
能
を
担
っ
て
き
て

お
り
、
イ
ギ
リ
ス
は
す
で
に
前
者
の
自
由
剥
奪
機
能
を
担
う
こ
と
に
純
化
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
り

(

自
由
刑
純
化
論)

、
一
方
わ
が
国

(

の
懲
役
刑)

は
こ
の
二
重
機
能
を
基
本
と
し
、
後
者
の
矯
正
改
善
機
能
は
、
そ
の
内
容
を
刑
務
作
業

(

労
働)

の
賦
課
を
伴
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
今
次
、
わ
が
国
は
、
刑
事
施
設
被
収
容
者
処
遇
法
八
四
条
に
よ
っ
て
、
刑
務
作
業
強
制
を
改
善
処
遇

(｢

矯
正
処
遇｣)

に

｢

代
替
強
制｣

す
る
と
こ
ろ
ま
で
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
改
善
処
遇
で
あ
る
治
療
的
処
遇
も
代
替
強
制
で
は
あ
っ
て
も
、

イ
ギ
リ
ス
の
同
意
を
前
提
と
し
た
治
療
的
処
遇
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
治
療
的
処
遇
の
本
質
的
性
質
に
違
い
が
あ
る
。

両
国
の
拘
禁
刑
と
懲
役
刑
の
共
通
す
る
機
能
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
に
お
け
る
受
刑
者
の
拘
禁
、
規
律
秩
序
の

維
持
の
在
り
方
は
比
較
検
討
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
で
は
、
名
古
屋
刑
務
所
事
件

(

二
○
○
二
年)

で
明
ら
か
に
さ
れ
た
受
刑
者

処
遇
状
況
は
わ
が
国
の
一
般
的
な
刑
事
施
設
の
拘
禁
状
況
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
現
代
的
な
受
刑
者
拘
禁
基
準
と
い
う
点
か
ら
、
Ｐ
Ｆ

Ｉ
刑
事
施
設
の
拘
禁
の
比
較
検
討
は
わ
が
国
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
の
意
義
を
問
う
意
味
で
必
要
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
こ
の
治
療
的
処
遇
を
め
ぐ
る
イ
ギ
リ
ス
と
日
本
の
強
制
的
性
質
の
違
い
が
、
処
遇
の
本
質
的
な
有
効
性
、
社
会
復
帰
の
到
達
目

標
さ
ら
に
は
再
犯
率
に
連
動
す
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ダ
ヴ
ゲ
ー
ト
刑
事
施
設

(

治
療
共
同
体)

の
到
達
状
況
と
さ
ら
に

｢

島
根
あ
さ
ひ
社
会
復
帰
セ
ン
タ
ー｣

に
お
け
る
治
療
共
同
体
的
処
遇
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
比
較
検
討
さ
れ
た
中
で
、
確
か
め
ら
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

島
大
法
学
第
五
二
巻
第
一
号

二
四
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(�)
浜
井
浩
一(

研
究
代
表
者)

『

治
安
・
犯
罪
対
策
の
科
学
的
根
拠
と
な
る
犯
罪
統
計(

日
本
版
犯
罪
被
害
調
査)

の
開
発』

(

二
○
○
七
年)

全
三
一
九
頁
。

(�)
二
極
分
化
政
策
お
よ
び
社
会
内
処
罰
に
つ
き
、
三
宅
、
注

(�)
、
五
一
五
頁
、
同

｢

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
犯
罪
・
犯
罪
者
対
策｣

前
野

先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
刊
行
委
編

『

刑
事
政
策
学
の
体
系』
(

二
○
○
八
年)

所
収
、
五
○
○
、
五
一
一
頁
。

(�)
本
稿
注

(
９)
参
照
。
完
全
民
営
化
の
み
が
、
刑
事
施
設
に
か
か
る
Ｄ
Ｃ
Ｍ
Ｆ
の
経
費
を
最
小
化
す
る
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
く
、
Ｐ

Ｐ
Ｐ
方
式
に
よ
っ
て
経
費
の
最
小
化
お
よ
び
被
収
容
者
の
人
権
、
規
律
秩
序
の
維
持
の
課
題
探
求
は
可
能
で
あ
る
。O

liver
H
art,�����

note
9.

公
権
力
の
行
使
に
つ
き
、
吉
野
智｢

公
権
力
の
行
使
に
か
か
わ
る
業
務
の
民
間
委
託
に
つ
い
て(

上)
(

下)｣

捜
査
研
究
六
五
九
号
、

六
六
○
号

(

二
○
○
六
年)
各
八
七
、
八
二
頁
。

(

島
根
あ
さ
ひ
社
会
復
帰
セ
ン
タ
ー
の�
月
の
オ
ー
プ
ン
を
前
に)

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
事
施
設
と
受
刑
者
の
社
会
復
帰

(

三
宅
、
グ
ラ
デ
ィ
ン
グ)

二
五


